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資料1 「地域における日本語教育の推進に向けて－地域における日本語教育の実施体制及び

日本語教育に関する調査の共通利用項目について－（報告）」（平成28年2月29日文化審

議会国語分科会）（抜粋） 

２．地域における日本語教育の実施体制について 

２．２ 地域における日本語教育の現状と課題 

２．２．１ 地域における日本語教育の全体的な状況 

・ （略）正に、外国人は出身国・地域、言語、文化、在留資格、職業、日本滞在の目的な

どが多様であり、その居住状況は地域によって様々である。このように多様な外国人住民

に対して、全国各地で任意団体、ＮＰＯ法人、各地域における国際交流協会や地方公共団

体などが日本語教室を開設し、地域における日本語教育を実施してきている。 

こういった各地域の機関・団体、地方公共団体による取組を支えるため、文化庁におい

ても日本語教育の振興を目的とした取組を行ってきており、地域日本語教育推進事業（平

成６～１２年度）、学校の余裕教室等を活用した親子参加型日本語教室の開設事業（平成１

４～１８年度）、地域日本語教育支援事業（平成１８～２０年度）、「生活者としての外国人」

のための日本語教育事業（平成１９年度～）等のモデル事業を地方公共団体や国際交流協

会等に対する委託等により実施している。 

日本語教室は日本に居住する外国人の増加とともに増えた。また、外国人の来日・滞日

目的、出身、属性、日本語学習のニーズも多様化している。それに伴い、これら地域にお

ける日本語教育は、外国人が日本語能力を習得し、就労、教育なども含めた日々の生活に

おいて、その可能性を最大限発揮するための基盤となるばかりでなく、地域コミュニティ

形成の契機となるなど、多様な機能を持った取組として位置付けられ、実施されており、

地域住民との交流や外国人住民の地域社会への参加支援などの幅広い役割を果たしてい

る。 

・ しかしながら、日本に居住する外国人にとって日本語学習は権利とも義務とも位置付け

られておらず、各地域における取組も自主的な取組として行われているため、日本語教室

の開設状況は地域によって大きく異なる。域内に日本語教室が開設されている市区町村は

全体の３分の１程度にすぎない。日本語教育が実施されていない地方公共団体に居住して

いる外国人の数は約５０万人に達しており、そういった地域に住んでいる外国人は日本語

を学びたいと思ったとしても近くに日本語教室がない状況となっている。 

・ （略）これは、決して看過できない数字であり、外国人が多い地方公共団体だけでなく、

少数の外国人が散在する地方公共団体において日本語教育をどのように効果的に実施する

かということは重要な課題である。 

・ 一方で、日本語教室が開かれている地域であっても、必ずしも日本語を学びたい全ての

外国人が日本語教室に通っているわけではないと考えられる。また、日本語教室を開設す

る地域や日時、場所によっては、教室に通う学習者の出身や在留資格等に偏りが生じると

言われており、日本語教室から地域に居住する外国人全体の日本語学習に対するニーズを

把握するのは困難である。 

こういった状況について、一部の地方公共団体では外国人の日本語学習状況等について

は調査を行っており、外国人の日本語学習を阻む要因としては時間の余裕がないこと、日

本語教室の開催日時等について知らないこと等が明らかにされている。しかし、全国的に

見た場合、在住外国人の日本語学習状況やニーズ、日本語使用状況は十分には把握できて

おらず、日本語教育施策を検討する上で必要な基礎的な情報が必ずしもそろっていないと

いう問題がある。 
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２．２．２ 地方公共団体における日本語教育の状況 

（略） 

［市区町村］ 

・ 外国人にとって最も身近な地方公共団体は市区町村であるが、自ら日本語教室を開設し

ている市区町村は２１３であり、全体のわずか１割強にすぎない。一方で地方公共団体だ

けではなく、任意団体やＮＰＯ法人等の民間の機関・団体による取組を含めると日本語教

室が開設されている市区町村数は６１７となり、全体の３割強となる。 

（略） 

・ また、地方公共団体が直接実施している日本語教室における指導者のうち、ボランティ

アの数は、約９０％を占めている。このようなところでは、ボランティアの高齢化、若い

世代の人材の確保が困難であるなど、長期にわたって安定的に活動に参加できる人材の確

保や、育成を課題としているところが多い。 

（略） 

・ 「ヒト」、「モノ」、「カネ」といった限られた資源をどのように活用するか、活用のノウ

ハウも含めた日本語教育の実施体制の整備が課題となっている。 

［都道府県］ 

・ 都道府県においては、域内の多文化共生及び日本語教育の関係機関の連絡・調整や連携

体制を構築する取組を行っているところが４７都道府県中３３都府県あり、全体の７０.

２％を占める（うち、１５府県において、日本語教育に特化した連絡会議等を開催。全体

の３１.９％）。 

・ また、都道府県のうち、約４０％が日本語教室が開設されていない地域への働き掛けや

開設支援を行っている。 

（略） 

・ 一方で、都道府県により、取組内容やその状況には差があり、以下のような課題がある。 

① 外国人の日本語教育に対するニーズの把握やニーズに沿った日本語学習機会の提供が

不十分であるといった点や、地域の日本語教育を担うボランティアの人材確保を課題と

して挙げている都道府県が見受けられる。 

② 日本語教室が実施されている都道府県においても、域内を見渡すと、地域により日本

語教育を受けられる機会に格差が生じている。 

③ 日本語教室を継続的に実施するためには、人材の確保、内容の質の担保など、人材養

成が重要な課題となっている。 

（略） 

・ しかしながら、外国人散在地域においては、外国人に対する日本語教育への地域住民の

関心も高くないため、地方公共団体の施策として展開することが難しく、関係予算の確保

も困難となっている状況がある。 

（略） 

 

２．２．３ 国における日本語教育施策の状況 

［国］ 

（略） 

（施策の普及と連携協力） 

・ 文化庁では、これらの取組のほか、日本語教育小委員会における検討内容など、日本語

教育施策を普及する観点から、日本語教育大会や地域日本語教育研究協議会を開催したり、
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他省庁や関係機関との情報共有を目的とした日本語教育推進会議を開催したりなどもして

いる。また、「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」で作成された教材や各

種調査研究の成果物などが広く活用されるように日本語教育コンテンツ共有システムの運

用なども行っている。 

これらの日本語教育施策の内容やその重要性については、日本語教育研究協議会等を通

して日本語教育関係者以外にも、広く周知を図っているものの、その方法が固定化してお

り、十分に周知されているとは言い難い状況である。特に一般の住民の日本語教育の必要

性についての意識を高める観点からは不十分と言わざるを得ない。（略） 

 

２．３ 地域における日本語教育の実施体制の考え方について 

２．３．１ 市区町村 

・ 前述のとおり、日本語教室が開設されていない市区町村は、全体の３分の２程度あり、

人口比率では約４分の１の外国人が日本語教室等で日本語を学びたくても学べない状況が

ある。各市区町村において日本語教育の実施主体は多様であるが、今後、定住外国人が地

域社会の一員として活躍するためには、最も身近な行政機関である市区町村において、日

本語教育を自ら実施したり、日本語教育を実施している機関・団体を支援したりするなど、

日本語学習環境を整えることが求められる。 

・ 新たに事業を実施するに当たっては、外国人のニーズの把握や地域住民の理解を得るこ

とが重要であることから、まず、これらの取組を実施することが望まれる。その際、外国

人コミュニティやその中でのキーパーソンと連携して、情報の周知・広報やニーズの把握

を図っていくなどの工夫が求められる。 

・ 日本語教育の実施においては、予算化を行い、日本語教育の指導者やコーディネーター

の配置に努めることが求められる。しかしながら、予算の制約のほか、指導者等の高齢化

や人材不足などから、安定的な運営に課題を抱えている日本語教室もある。人材不足の原

因や課題について整理した上で、指導者等の人材育成に取り組むなど日本語教育が継続的

に実施できるような仕組みを見据えつつ、人材の確保に努める必要がある。 

（略） 

 

２．３．２ 都道府県 

・ 都道府県においては、市区町村と協力して、域内の外国人の日本語教育に対するニーズ

の把握に努めることが求められる。 

・ その上で、域内の日本語学習環境が整うよう、日本語教育に取り組んでいる市区町村と

連携するなどして、日本語教育が行われていない市区町村に対して、取組が円滑に進むよ

う専門家を派遣してアドバイスを実施したり、域内で必要な人材が確保できるよう人材を

養成したり、必要に応じて財政支援を行うなどの支援を行うことが望まれる。 

（略） 

・ また、域内の日本語教育に関する課題を解決するため、日本語教育実施団体と情報やリ

ソースを共有し、より効果的に連携・協力できる体制を作ることが望ましい。 

 

２．３．３ 文化庁 

・ 文化庁においては、日本語教育施策の重要性・必要性について、日本語教育関係者のみ

ならず、国民一般の理解を得ることも視野に入れた広報・周知に努めることが求められる。

また、地域の日本語教育を推進する中核となる人材の育成を引き続き実施する必要がある。

なお、現在実施している地域日本語教育コーディネーター研修や都道府県・市区町村等日
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本語教育担当者研修の開催に当たっては、参加者の広がりを促す観点から、周知方法はも

ちろんのこと、開催地や開催時期、研修内容等について不断の見直しを行うことが求めら

れる。 

・ 「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」については、引き続き、優れた取

組に対する財政支援に必要な予算の確保・充実に努めなければならない。また、事業の成

果を広く周知するとともに、今後も日本語教室が開設されていない市区町村における取組

を促すよう、充実を図るべきである。さらに、財政的支援に限らず、新たに日本語教育に

取り組む市区町村に対し、効果的に日本語教育に関するノウハウを伝えるアドバイザー等

の専門家を派遣するなどの新たな支援の枠組みを設けることが求められる。 

・ なお、現在本事業を活用して日本語教育を実施している団体等が、自律的に日本語教育

の活動を継続できるような取組を促すような仕組みを検討すべきである。（略） 
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３．日本語教育に関する調査の共通利用項目について 

３．１ 日本語教育に関する調査の共通利用項目の作成の観点、活用方法について 

３．１．１ 日本語教育に関する調査の共通利用項目の作成の背景と意義 

日本語教育の効果的な施策の推進、企画・立案に当たっては、国が基本的なデータの収集・

実態把握に努めることが必要である。 

文化庁では日本語教育の振興のため、昭和４２年度から、日本語教育実態調査を行ってい

るが、これは、日本語教育実施機関・団体等に対して行っているものであり、日本語教育を

実施している機関数、教師数、学習者数等の基本的な数字を把握しているにすぎず、外国人

に対しての日本語能力や学習経験などに関する調査は、対象者を捕捉する手法の問題や予算

の確保が十分に行えていないことから実施困難な状況である。そのため、日本語教育政策を

推進していく上で基本的に必要な、日本語教育を必要とする外国人の数や日本語学習環境な

どについて把握できていない。 

一方、都道府県や市区町村の中には、それぞれが策定している多文化共生推進プラン等の

改定の検討材料とするため、域内に暮らす外国人に対して、日本語能力や日本語学習状況に

関する調査を行っているところがあり、その結果は外国人の状況を知る上で貴重な資料とな

っている。ただし、各都道府県、市区町村によって調査項目などは異なるため、地域間の比

較や全国的な傾向の把握を行うことは困難である。 

そこで、日本語教育小委員会では、地域間の比較や全国的な傾向の把握が行えるように、

地方公共団体が実施する調査の項目の共通化について検討を行った。 

検討に当たっては、国が依頼をしたとしても、各地方公共団体において既に実施している

過去の調査結果等との経年比較が困難になる等の理由から、地方公共団体で行っている調査

項目を完全に統一することは困難である場合を考慮し、可能な範囲で利用してもらうことを

前提とした。 

日本語教育小委員会で検討、作成した「日本語教育に関する調査の共通利用項目」につい

ては、文化庁において、多くの都道府県、市区町村で広く活用されるよう周知、広報に努め

るとともに、それを活用した調査研究に関する情報の収集・分析を行うものとする。 

また、分析結果から得られた各地域の状況の違い及び全国的な傾向などについては、広く公

表し、文化庁における日本語教育施策に役立てることはもちろん、各地の日本語教育施策の

企画立案の参考となるものとする。 

 

３．１．２ 日本語教育に関する調査の共通利用項目の作成の観点 

調査に関する共通利用項目は、各都道府県・政令指定都市が実施した調査項目を収集し、

それらを基に質問項目の汎用性と地域性、実用性、各都道府県等で行っている調査の継続性

等の観点を踏まえ、作成している。 

また、多くの地方公共団体では、地域の多文化共生や外国人の生活状況を把握する調査の

一部として、外国人の日本語学習の状況や日本語能力等に関する調査を実施しており、質問

項目の数に制約がある。そのため、日本語教育に関する調査の共通利用項目も、基本的な質

問項目と補足的な質問項目に分けて作成し、各地方公共団体において、より選択しやすくす

ると同時に、基本的な質問項目のみを選択して実施した場合も調査として成り立つように作

成している。 

 

３．１．３ 日本語教育に関する調査の共通利用項目の活用方法、活用の効果 

（略） 
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日本語教育に関する調査の共通利用項目の活用により、地域間の比較、全国的な傾向の把

握を行うだけでなく、次ページの【図】で示す（１）～（４）の項目の調査結果をパターン

１～パターン６に分けて学習者の属性や日本語能力との観点から分析・整理するなどして、

日本語教育施策の企画立案に資することを目指す。（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1 下線は、当省が付した。 

2 「地域における日本語教育の在り方について（報告）」（令和 4年 11月 29日文化審議会国語分科会）で
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は、文化庁及び地方公共団体の役割分担の考え方が改めて示されている。具体的には、本表で示している

「地方公共団体及び国で期待される取組」の内容に、国（文化庁）が、日本語教育環境を強化するための

総合的な体制整備に係るノウハウや情報交換の機会の提供を行うこと等が加えられたものになっている。 

 

資料2 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成30年12月25日外国人材の受

入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）（抜粋） 

Ⅰ 基本的な考え方 

 （略） 

政府においては、これまで、平成 18 年に取りまとめた「『生活者としての外国人』に関す

る総合的対応策」に基づいて外国人が暮らしやすい地域社会づくり等に努めてきたが、今般、

新たな在留資格である「特定技能１号」及び「特定技能２号」（以下「新たな在留資格」とい

う。）の創設（平成 31 年４月施行）を踏まえつつ、外国人材の受入れ・共生のための取組を、

政府一丸となって、より強力に、かつ、包括的に推進していく観点から、「外国人材の受入れ・

共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応策」という。）を取りまとめるに至った。 

 （略） 

Ⅱ 施策 

２ 生活者としての外国人に対する支援 

(3) 円滑なコミュニケーションの実現 

① 日本語教育の充実 

【現状認識・課題】 

外国人が我が国において生活していく中で、日本語能力が不十分な場合、円滑な意

思疎通が図れず、様々な場面において支障が生じ得る。外国人を日本社会の一員とし

て受け入れ、外国人が社会から排除されること等のないようにするためには、より円

滑な意思疎通の実現に向け、いわゆる第二言語としての日本語を習得できるようにす

ることが極めて重要であり、そのような観点から、外国人に対する日本語教育の取組

を大幅に拡充し、外国人と円滑にコミュニケーションできる環境を整備する必要があ

る。 

（注） 下線は、当省が付した。 
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資料3 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」
（令和2年6月23日閣議決定）（抜粋） 

第１章 日本語教育の推進の基本的な方向 

２ 国及び地方公共団体の責務 

国は、日本語教育推進法に基づき、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定、実施する

責務を有するとともに、必要な法制上の措置、財政上の措置その他の措置を講じなければならな

い。なお、日本語教育の状況及び政府が講じた施策に関して資料を作成し、ウェブサイトへの掲

載等の適切な方法により公表する。 

地方公共団体は、日本語教育推進法に基づき、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に

応じて日本語教育の推進に関する施策を策定、実施する責務を有する。 

 

第２章 日本語教育の推進の内容に関する事項 

１ 日本語教育の機会の拡充 

（１）国内における日本語教育の機会の拡充 

オ 地域における日本語教育 

地域における日本語教育は、身分又は地位に基づいて在留する外国人等（永住者、日本人

の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在。令和元年末現在、約 139 万人）をはじ

め、我が国に在留する全ての外国人を対象とするものである。地域に在住する外国人が自立

した言語使用者として生活していく上で必要となる日本語能力を身に付け、日本語で意思疎

通を図り、生活できるよう支援する必要があるが、在留資格や背景の多様化が進み、日本語

の学習を希望する外国人等が必要とする日本語教育は一様ではない。外国人等の日本語学習

の意欲にも差があると言われている。また、外国人等の集住地域と散在地域があることや、

日本語教育を行う機関や日本語教育人材の地域による偏りなど、日本語教育の状況は地域に

よる差が大きくなっている。（略） 

そのため、各地域において、地域の実情に応じた日本語教育を実施するとともに、日本語

を学習する機会を提供すること、一定水準の学習内容を示すこと、日本語を教える人材の質

の担保・量の確保を図ること、学習目標の明確化等を通じて外国人等の日本語学習への動機

付けを図ることが肝要である。これらを踏まえ、外国人等が自立した言語使用者として日本

社会で生活していく上で必要となる日本語能力を身に付け、教育・就労・生活の場でより円

滑に意思疎通できるようになることを目指し、地域における日本語教育環境の強化のために

必要な施策を講ずる。 

 

【具体的施策例】 

・ 都道府県及び指定都市が行う、総合調整会議や総括コーディネーターの設置、日本語教室の

実施、行政職員や地域住民に対するやさしい日本語の研修等の地域日本語教育の総合的な体制

づくりを支援するとともに、ノウハウの提供、地方公共団体の日本語教育担当者との情報交換

による日本語教育の状況把握及び地方公共団体間の情報交換の機会の提供等に取り組み、全国

において地域日本語教育を推進する。 

・ 日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人等に日本語を学習する機会を提供

するため、一定数の外国人等が在住しているが、日本語教室が開催されていない市区町村（以

下「日本語教室空白地域」という。）に対して日本語教育の専門家をアドバイザーとして派遣し、

日本語教室の開設を促進する。また、日本語教室空白地域を対象に日本語教室開催に係る先進

事例等を紹介する協議会を開催し、日本語教室の開設・運営についての協議の場を提供する。

さらに、日本語教室空白地域等に在住し、日本語教室に定期的に通うことが困難な外国人等の

ために、生活場面に応じて日本語を自習できる日本語学習教材（ＩＣＴ教材）の開発を進め、

提供を行う。 

（略） 

（注） 下線は、当省が付した。  
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資料 4 外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業（概要） 

 

（注） 文化庁の資料による。  
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資料5 「令和4年度外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業（地域日本語

教育の総合的な体制づくり推進事業）Q＆A」（抜粋） 

＜実施体制関連＞ 

問 2-8 総括コーディネーター、地域日本語教育コーディネーターにはどのような方が適任

だと考えられますか。 

（答） 

総括コーディネーターは、日本語教育の方針の決定や、広い視点で事業の対象地域の日本語

教育を促進する役割を担います。地域日本語教育コーディネーターは、県内のそれぞれの地域

においてニーズを把握する役割を担っています。どの立場についても日本語教育の専門性だけ

でなく、コーディネーターとしての調整能力が求められると考えます。また、総括コーディネ

ーターは域内全域、地域日本語教育コーディネーターは担当地域における連絡調整・巡回等を

行うことから、当該地域について知見がある、又は日常的に通勤が可能な方が適当と考えられ

ます。ただし、地域の実情によってどのような方が適任かは変わってきますので、総合的に判

断するようにしてください。 

（注） 文化庁の資料に基づき、当省が作成した。 
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資料6 「意見書～共生社会の在り方及び中長期的な課題について～」（令和3年11月外国人と

の共生社会の実現のための有識者会議）（抜粋） 

第３ 外国人との共生社会の実現に向けた取組の方向性 

第１で提示した目指すべき外国人との共生社会の実現に向け、取り組むべき中長期的な課題

として、まず、生活のために必要な日本語や、ライフステージに応じて必要となる日本語を習

得できる機会を提供するという観点から、「円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本

語教育等の取組」を一つ目の重点事項として取り上げることとした。 

（略） 

１ 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組 

（２）取組の方向性 

ア 外国人が生活のために必要な日本語等を習得できる環境の整備 

(ｳ) オンライン講座等の実施 

（略）また、場所を選ばず、時間や費用面での負担も比較的少ない等のオンライ

ンの特性をいかし、対面講座とオンライン講座を組み合わせることにより、学習効

果を更に高めることも可能である。これらを踏まえ、国等においては、既存のＩＣ

Ｔ教材開発の知見もいかしながら、最大限の効果を上げることができるようオンラ

イン講座等の実施を検討する。 

（注） 下線は、当省が付した。 
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資料7 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和4年度改訂）」（令和4年6月14

日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）（抜粋） 

Ⅱ 施策 

１ 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組 

(2)具体的施策 

ア 外国人が生活のために必要な日本語等を習得できる環境の整備 

（略） 

○ 日本語教室空白地域の解消の推進のため、空白地域の市区町村に対する教室開設の

ためのアドバイザー派遣とともに日本語教室の開設・安定化に向けた支援を行う。ま

た、日本語教室開設に向けたセミナーや研究協議会を開催する。さらに、日本語教室

の設置が困難な地域に住む外国人等が、生活場面に応じた日本語を自習できるＩＣＴ

教材（日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ））

を現在 14 言語開発して提供しているが、本サイトを 17 言語に増やすとともに、外国

人が生活していく上で必要となる日本語能力を着実に身に付けられるよう「日本語教

育の参照枠」を踏まえた生活場面の追加等を行う。 

（略） 

（注） 下線は、当省が付した。 
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資料8 「地域における日本語教育の在り方について（報告）」（令和4年11月29日文化審議会

国語分科会）（抜粋） 
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（注） 下線は、当省が付した。  
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資料9 地域における日本語教育実施機関等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 平成 23年度～令和 3年度における各年度の「日本語教育実態調査報告書 国内の日本語教育の概要」（文

化庁）に基づき、当省が作成した。 

 

 

 

 


